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2020 年 12 月 3 日 
京都大学複合原子力科学研究所 

 
 

KUCA 設置変更承認申請について 
 
1． 経緯 

 京都大学複合原子力科学研究所の臨界実験装置（KUCA）で使用する燃料を追加する

ための原子炉設置変更承認申請書（令和元年 5 月 31 日付、19 京大施環化第 47 号）を

原子力規制委員会に提出し、その後、核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合

およびヒアリングを通じて審査が行われてきた。 
その審査の中で、申請書の添付 10 に記載した「運転時の異常な過渡変化の解析」の

「実験物の異常等による反応度の付加」の解析内容を見直していたところ、現行の原子

炉設置変更承認申請書（平成 28 年 5 月 11 日付承認、原規規発第 16051111 号）に記載

した「実験物の異常等による反応度の付加」の解析内容に誤りがあることが判った。 
  

2． 誤記載の内容 
「実験物の異常等による反応度の付加」の解析では、実験物として照射試料が炉心か

ら落下することにより急激な反応度印加が発生した場合の影響の評価を行っているが、

スクラム発生時に制御棒挿入により印加される反応度の値に誤りがあり、そのため解析

結果の燃料温度上昇量の評価結果の誤り、およびこの事象により原子炉を確実に未臨界

状態とすることができない場合があることが判った。 
 

3． 今後の対応 
  
① 原子炉設置変更承認申請書の誤りを修正するために変更申請を行う。変更内容は以

下の通りである。 
 
(a) 実験物の異常等による反応度印加が生じないように、実験物である照射試料（燃料

体に貼り付ける照射物）の使用を禁止する。 
(b) 炉心装荷物の挿入管について、従来は「軽水減速炉心用については、管の内部に水

が流入した場合であっても炉心に加わる反応度が+0.5%Δk/k 以下となる場所」に設

置すると記載していたが、「管の内部に水が流入した場合であっても炉心に反応度が

加わらない場所」に設置するように変更する。 
(c) 主要な実験設備として記載しているパイルオシレータについて、実験物の異常等に

よる反応度印加が生じないように「使用中に実験物が装置から外れないような構造
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とする。」ことを追記する。（パイルオシレータは未設置のため、実際の構造について

は今後製作時の設工認にて対応する） 
 
② 原子炉施設保安規定における上記①の設置申請書の変更に係る記載を修正また

は追記するために、原子炉施設保安規定の変更申請を行う。 
 
③ 設置申請書および原子炉施設保安規定が承認されるまでは KUCA の運転は行わ

ないものとする。 
  
 

（以上） 
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現在の KUCA 設置変更申請書（平成 28 年 5 月 11 日付け承認）を以下のように変更する

予定である。（下線部が変更箇所） 
 

 

【本文】 

 

現行の申請書 

ヌ. その他原子炉の附属施設の構造及び設備 

(2) 主要な実験設備の構造 

(ⅱ) パイルオシレータ 

ドップラ係数等の測定に利用するパイルオシレータを設ける。炉心に出し入れす

る試料の温度は必要に応じて変えられるものになっている。挿入する実験物の反応

度は絶対値として 0.1%Δk/k 以下に制限する。 

(3) その他 

炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に応じて照射試料又は挿入管若し

くはその両方を炉心に装荷する。 

(ⅰ) 照射試料 

種類 金、カドミウム等で燃料体に貼り付ける照射物 

形状 板状、線状等 

反応度の添加 絶対値として 0.5%Δk/k 以下 

 ただし、運転中は反応度の有意な変動がない様にテープ等

で固定する。 

(ⅱ) 挿入管 

種類 検出器又は照射試料を挿入するためのアルミニウム等の円管

または角管（固体減速炉心用、軽水減速炉心用） 

構造 軽水減速炉心用挿入管は管の下部が密封されて水が内部に入

らない構造 

設置場所 軽水減速炉心用については、管の内部に水が流入した場合であ

っても炉心に加わる反応度が+0.5%Δk/k 以下となる場所 

 固体減速炉心用、軽水減速炉心用ともに運転中に動くことない

ように固定する 

 

 

補足 
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変更案 

ヌ. その他原子炉の附属施設の構造及び設備 

(2) 主要な実験設備の構造 

(ⅱ) パイルオシレータ 

ドップラ係数等の測定に利用するパイルオシレータを設ける。炉心に出し入れす

る試料の温度は必要に応じて変えられるものになっている。挿入する実験物の反応

度は絶対値として 0.1%Δk/k 以下に制限する。使用中に実験物が装置から外れない

ような構造とする。 

(3) その他 

炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に応じて挿入管を炉心に装荷する。 

燃料体に貼り付ける照射物は使用しない。 

(ⅰ)  挿入管 

種類 検出器を挿入するためのアルミニウム等の円管または角管（固

体減速炉心用、軽水減速炉心用） 

設置場所 軽水減速炉心用については、管の内部に水が流入した場合であ

っても炉心に反応度が加わらない場所 

 固体減速炉心用、軽水減速炉心用ともに運転中に動くことない

ように固定する 
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【添付 8】 

 

現行の申請書 

8-9 その他試験研究用原子炉の附属施設 

8-9-4 実験設備等 

8-9-4-1 主要な実験設備の構造 

(2) パイルオシレータ 

反応度測定、ドップラ係数の測定等のために実験物を炉心内に出し入れするも

のである。実験物の温度は-270℃～1000℃の間で可変であり、周辺の炉心部へ伝

わり難いよう断熱構造になっている。なお、挿入する実験物の反応度は絶対値と

して 0.1%Δk/k 以下に制限する。 

 

8-9-5 炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に応じて照射試料又は挿入管若しくはそ

の両方を炉心に装荷する。 

8-9-5-1 照射試料 

種類 金、カドミウム等で燃料体に貼り付ける照射物 

形状 板状、線状等 

反応度の添加 絶対値として 0.5%Δk/k 以下 

 ただし、運転中は反応度の有意な変動がない様にテープ等で固定

する。 

8-9-5-2 挿入管 

種類 検出器又は照射試料を挿入するためのアルミニウム等の円管または

角管（固体減速炉心用、軽水減速炉心用） 

構造 軽水減速炉心用挿入管は管の下部が密封されて水が内部に入らない

構造 

設置場所 軽水減速炉心用については、管の内部に水が流入した場合であっても

炉心に加わる反応度が+0.5%Δk/k 以下となる場所 

 固体減速炉心用、軽水減速炉心用ともに運転中に動くことないように

固定する 

 

 

変更案 

8-9 その他試験研究用原子炉の附属施設 

8-9-4 実験設備等 

8-9-4-1 主要な実験設備の構造 
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(2) パイルオシレータ 

反応度測定、ドップラ係数の測定等のために実験物を炉心内に出し入れするも

のである。実験物の温度は-270℃～1000℃の間で可変であり、周辺の炉心部へ伝

わり難いよう断熱構造になっている。なお、挿入する実験物の反応度は絶対値と

して 0.1%Δk/k 以下に制限する。使用中に実験物が装置から外れないような構造

とする。 

8-9-5 炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に応じて挿入管を炉心に装荷する。

燃料体に貼り付ける照射物は使用しない。軽水減速炉心では挿入管は使用しな

い。 

 

8-9-5-1 挿入管 

種類 検出器を挿入するためのアルミニウム等の円管または角管（固体減速

炉心用、軽水減速炉心用） 

構造 軽水減速炉心用挿入管は管の下部が密封されて水が内部に入らない

構造 

設置場所 軽水減速炉心用については、管の内部に水が流入した場合であっても

炉心に反応度が加わらない場所 

 固体減速炉心用、軽水減速炉心用ともに運転中に動くことないように

固定する 
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【添付 10】 

 

現行の申請書 

 

「10-2-4 実験物の異常等による反応度の付加」の節 

     （節の内容省略） 

 

 

変更案 

 

・「10-2-4 実験物の異常等による反応度の付加」の節の文章、表 10-2-5、表 10-2-6、図

10-2-3 を全て削除する 

 

・10-2-4 節の削除、および図と表の削除に伴い、この節以降の節番号、表番号、図番号

を繰り上げる 

 

 

(以上) 


